
 1 

高知県教育委員会 会議録 

令和８年２月定例委員会 

場所：教育委員室 

 

（１） 開会及び閉会に関する事項 

開会 令和８年２月１２日（木）１３：３０ 

閉会 令和８年２月１２日（木）１５：４４ 

 

（２）教育委員会出席者及び欠席者の氏名 

出席者    教育長        今城 純子 

教育委員       池  康晴 

         教育委員       小田  通 

教育委員       森下 安子 

         教育委員       町田 美紀 

         教育委員       弥勒 美彦 

 

（３）高知県教育委員会会議規則第８条、第９条の規定によって出席した者の氏名 

  高知県教育委員会事務局 教育次長（総括）     小笠原直樹 

〃      教育次長         濱川 智明 

〃      教育次長         蛭子  穣 

〃      教育政策課長       三木 直樹 

〃      教職員・福利課長     岡本  健（付議第４号から第７号のみ） 

〃      学校安全対策課長     小川真紀雄（付議第４号のみ） 

〃      幼保支援課長       津野 哲生（付議第３号及び第４号のみ） 

〃      小中学校課課長補佐    伊吹 竜二（付議第４号のみ） 

〃      高等学校課長       麻植 隆久（報告第１号から付議第２号及び付議第４号のみ） 

〃      高等学校振興課長     野田 健一（報告第１号から付議第２号及び付議第４号のみ） 

〃      高等学校振興課企画監   葛目 憲昭（報告第３号のみ） 

〃      特別支援教育課長     板橋 潤子（付議第４号のみ） 

〃      生涯学習課長       竹村 邦敬（付議第４号のみ） 

〃      保健体育課長       氏原 英之（付議第４号のみ） 

〃      人権教育・児童生徒課長  吉村 雅充（付議第４号のみ） 

〃      教育政策課課長補佐    大前 拓也 

〃      教育政策課教育企画担当チーフ  前原 尚太（会議録作成） 

       〃      教育政策課主査      小松 名奈（会議録作成） 

 

（４）議事の大要及び教育長等の報告の要旨 

【冒頭】   

  教育長      ２月定例委員会を開催する。 

教育次長（総括） （提案説明） 

 教育長      付議第１号は高知県議会２月定例会に提出予定の議案に関連する内

容であるため、付議第２号から第６号は高知県議会２月定例会に提出
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予定の議案について検討を行うものであるため、付議第７号は個人の

情報を含む議案のため、非公開の取り扱いとしたいが、賛成の委員は

挙手をお願いする。 

 各委員      全員挙手 

教育長      それでは、付議第１号から第７号を非公開の取扱いとする。 

 

※付議第１号から第６号議案については非公開議案であったが、令和８年２月高知県議会定例

会が開会され、議案が公開されたことから、当該議案の会議録は公表するものとする。 

 

【専決処分報告第１号 インフルエンザ対策のための県立学校における臨時休業に関する専

決処分報告                  （高等学校課）】 

○高等学校課長 説明 

○質疑 

 

 

 

【報告第１号 県立高等学校振興再編計画に基づく新たなコース等を設置する県立高等学校

の選定について （高等学校振興課）】 

○高等学校振興課長 説明 

○質疑 

池委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 選定理由はよくわかった。２つ質問させてもらう。 

１つ目は、普通科に「多文化共生コース」を設置する丸の内高校である

が、他県の例を聞くところ、英語だけではなくて色々な言語が必要になっ

てくるということと、家族への連絡文書もかなり苦労されているような話

を聞く。言語が違う方々に教える講師であるとか、あるいは学校の連絡文

書を作成する窓口になるような方々をどのように考えているのか。 

２つ目は、東高校の全定通の併置校に関して、北高校の位置づけはどの

ようになるのか。 

 

まず、日本語指導が必要な生徒を支援するコースの設置校について、他

県もそうであるが、本県においても、英語や特にアジア系の多言語の子ど

もたちがいるということは把握している。高知大学や県立大学において、

日本語教員の養成講座で多くの学生が学んでいる状況である。そのような

学生の力を借りたり、関係機関で言うと国際交流協会の方などの力を借り

ないとなかなか対応できないのではないかと思っている。あわせて、学校

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 【質疑等なし】 

 

 

専決処分報告第１号の承認を求める。承認する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

専決処分報告第１号を原案のとおり承認する。 
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小田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

をサポートしてくれる支援の方も必要だと思っているので、そういったも

のを活用しながら対応していきたいと思っている。おそらく全ての言語に

対応することはなかなか難しいかもしれないが、翻訳機能があるデジタル

端末を活用するといったことも含めて、今から検討していかないといけな

いと思っている。全国の先進校などを調査して、本県に合う形で作りたい

と思っている。 

多様な学び方ができる高等学校について、高知北高等学校も現在、定時

制課程、通信制課程、昼間部、夜間部とあり、まさしく多様な子どもたち

に対応している。３課程併置校、特に高知東高等学校については、全日制

では当初なかなか通えないと思っているが、定時制では学ぶことができる、

その上で例えば全日制の活動を一緒にしてみたいという学びの意欲を持つ

子どもたちが通えるようにしたいと考えている。 

高知北高校については、一人一人の子どもたちの発達度合いなどによっ

て個に応じた支援をしており、現在、医療的ケアも含めて取り組んでいる

ので、引き続き継続できるようにしていきたいと思う。全日制・定時制・

通信制の３課程併置校においては、まさしく学ぶ意欲はあるが、今の段階

では他の課程では難しいと思っている子どもたちが１つの学校に通うこと

で、交流も含めながら一緒に学べるような体制を取っていきたい。 

 

「多文化共生コース」のようなコースは、これからの高知県においても、

日本においても重要なものではないかと思う。池委員が言われたように、

どのような国の言語への対応が必要なのかを考えたときに、高知県にいら

っしゃる外国の方の国籍や住んでいる地域が分かっていたら教えていただ

きたい。 

そのような子どもたちと普通科の子どもたちが一緒に学ぶようになった

ときに、子どもたちの言葉の壁をできるだけ取り払ってあげたいと思う。

もちろんネイティブで話せたら一番良いと思うが、日本語を喋ればその国

の言葉がすぐ出るような翻訳機があるので、このコースや学校の子どもた

ち、先生方も含めて、そういったものが使えるような設備にしてもらえる

と良いと思った。保護者の連絡なども、そういったものがあれば助かるか

と思う。 

東高校の全日制・定時制・通信制の取組も「多文化共生コース」と同じ

ように、これからの学校教育において重要な視点かと思っている。通信制

であっても、やはり身近にあると違うと思うので、もう少し郡部の子も通

いやすいような場所にもう１校ぐらいあっても良いかと思う。まずは、東

高校にこのような課程を設置して、次への広がりを考えても良い。このよ

うな学校が、中学校で色々なことでつまずいている子どもにとっては、未

来が開ける、見通しが持てる取組なので、早めに宣伝すると良いのではな

いかと思う。 

 

日本語指導が必要な児童生徒の言語について、直近では令和５年度に調

査をしていて、日本語の他に、例えば英語、韓国語、スペイン語、中国語、
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町田委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

小田委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

小田委員 

 

フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、その他というように高知県に

いる方の言語の内訳が示されている。特に、「その他」でも 14名ほどいて、

そこはインドやアジアの西地域に色々な地域の言語があるので、本当に多

岐にわたっている状況である。そういう意味では、デジタル機器を活用し

たコミュニケーションツールの確保であったり、言語ではないコミュニケ

ーションも非常に大事だと思うので、まんが・アニメや音楽などを一緒に

楽しむことも交流の助けになるのではないかと期待している。しっかりと

コミュニケーションを図れるような体制は、他県の状況も見て、設備につ

いてもしっかりと整えられるように準備をしていきたいと思っている。 

また、「３課程併置校」も含め、他校への広がりについても必要なことで、

まずはしっかりと拠点校を作っていくことが大事だと思っている。「多文化

共生」「まんが・アニメ」「３課程併置校」のパイロットケースとなるよう

な拠点校を作った上で、そのあと地域への広がりを展開できるように検討

していきたい。 

 

１点目は、丸の内高等学校の音楽科の入学者がとても少ないと言われて

いたので、このようにコラボレーションができるのはとても良いと思った。 

２点目は、このような新しい学科ができても入学できる方は限られると

思うので、例えばオープンカレッジやオープンスクールのような形で、コ

ンテンツを皆で共有できるようなことも、これからの学び方として視野に

入れてもらえると良いのではないかと個人的に思った。 

 

入学定員について、具体的な検討はこれからになるが、できるだけ早め

に広報をして、関心度を上げて定員の設定を行いたい。また、コンテンツ

が共有できるように、例えばイベントなどを高知大学で行うといったこと

も含めて、今後の準備をする中で検討していきたいと思う。 

 

「多文化共生コース」で、外国の生徒が来た時に、日本の生徒には補助

があるが、外国の方に対してはどのようになっているのか、外国の方にも

支援があった方が良いのではないかという意見を持っている。そうすると

沢山来てもらえるので、生徒数も確保できるかと思う。 

 

支援の在り方については、これからの準備の中で、大学・関係機関とも

話をし、協力体制を築いた上で整えていけたらと思っている。 

 

何か支援があったら良いと思うので、ぜひ支援する方向で考えていただ

きたいと思う。 

 

 

 

【報告第２号 高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則の一部

を改正する規則に関する意見公募の実施について    （高等学校振興課）】 
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○高等学校振興課長 説明 

○質疑 

池委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池委員 

 

弥勒委員 

 

 

 

 

 

 

空き定員の関係や生徒減少の状態もあり、学科を再編するのはやむを得

ない部分があると思う。これは要望事項であるが、今後産業系などの学科

改編をする際に当たっての自分の意見を少し言わせていただきたい。 

高知県は人口減少がなかなか厳しく、県民の生活を守る仕事、支援する

仕事も人材不足になり今後大きな問題になってくると思っている。例えば、

医療であったり、介護であったり、インフラを守る技術者であったり、農

業・水産業の従事者であったり、警察官や消防士、教員や公務員もそうか

もしれないが、とにかく人材が不足することが予想される。そのため、将

来の高知県にどのような人材が必要かということを大事な観点として置い

て、単に学科をまとめるという形ではなく、出口も含めた人材育成が図れ

る、将来を考えた学科改編を進めていただきたいという気持ちが強くある。

なかなか難しい問題かもしれない。 

加えて、この学科改編の中にもあるように、ＡＩやデジタル技術の分野

でも活躍できるような子どもたちを育成する学びが、学校の中でできるよ

うな改善をしていかないと、中学生が行きたいと思うような学科にならな

い。高知県だけではなくて、これからの社会を生きる子どもたちのために、

学科改編はそのような視点を忘れないで行ってほしい。 

 

おっしゃるとおりで、まさしく生徒数も急減している中で、産業を担う

人材が減るということも確かである。社会が多様化している中で、将来を

考えた学科改編を行うためには、産業にどのような人材が必要なのかをし

っかり考えていかなければいけないと思う。今後、国から示される予定の

グランドデザインに基づく「高等学校教育改革実行計画」も新たに求めら

れているので、産業界の方にも入っていただきながら、これからの本県の

専門高校の在り方などをしっかりと協議をさせていただければと思ってい

る。そこで、国などでも示されている、アドバンスト・エッセンシャルワ

ーカーであるが、ＡＩやデジタルを活用して、いかに生産性を上げて効率

化していくのかといった視点も大事だと思う。そういった人材が育成され

るような教育の在り方について、今後協議し検討していかなければならな

いと思っている。 

 

よろしくお願いする。 

 

幡多農業高校の定員の削減については、現行の充足率から考えると、本

当にそれで良いのかという気もする。あと、高知は産業の中で農業の占め

る比率は高いと思うし、高知大学がＩｏＰ（Internet of Plants）という

先進的な農業技術を使って、生産性を高めているということが記憶に残っ

ている。協業ではないが、地元の特徴のある先進大学の機関の力を借りる、

あるいはそういった機関にどのような人材が求められているかなどを聴く
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

弥勒委員 

 

事務局 

ことも含めて、幡多農業高校の教育プログラムをより良い物にすることも

１つの考え方ではないかと思った。 

 

定員設定については、充足率が非常に低いこともあるので、今回 40名の

定員の減と学科改編をあわせて考えたところである。この学科改編によっ

て農業の魅力を発信して、生徒数の確保につながるように、一生懸命取り

組んでいかなければいけないと思っている。 

また、ＩｏＰをはじめとする高知県の農業の強みというものがさらに生

かせるように、今後、幡多農業だけではなく高知農業も含めて、農業高校

として大学との連携、林業大学校との関係構築など、さまざまな関係機関

との連携はより一層求められるので、一緒に協働できるように取組を進め

ていきたいと思っている。 

 

先ほどご指摘もあった高知大学や試験研究機関との連携などについて、

今回、高知東工業から宿毛工業までの４校について示したところであるが、

ここに載っていない高知農業高校、高知工業高校も含めて、来年度、産業

界の方々や知事部局の関係部局を交えて議論をしていく中で、先ほど池委

員からご指摘のあった、これからの高校教育の在り方と地元の産業が必要

とする人材の育成についても定めていきたいと思っている。引き続き、よ

ろしくお願いしたい。 

 

もちろん高知工科大学も含めてということだろう。 

 

 そうである。 

 

 

 

【報告第３号 人口減少対策総合交付金（教育振興施設整備事業）について（高等学校振興課）】 

○高等学校振興課長 説明 

○質疑 

 【質疑等なし】 

 

 

 

【付議第１号 地方自治法の規定に基づく委任の協議に関する議案 （高等学校振興課）】 

【付議第２号 高等学校等教育改革促進基金条例議案に係る意見聴取に関する議案 

（高等学校振興課）】 

○高等学校振興課長 説明 

○質疑 【非公開】 

池委員 

 

基金について、パイロット校３校を選定すると思うが、５月に審査があ

るようにも聞いていて、もうほとんど時間がないのではないか。その３校
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

はどのように選ばれるのか。また、その基金がどのくらいの額になって、

どのような活用方法ができるのかということも含めて、分かっている部分

だけで結構なので教えていただきたい。 

 

総額は 2,950億円であるので、47都道府県で単純に割ると大体 60億円

程度で、国からも上限が基本は 60億円と示されている。令和 10年度まで

の３年間でそれらを活用するという予算規模になっている。 

「アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援」は、主に産業系

の高校でエッセンシャル・ワーカーを育成していく事業である。そして、

「理数系人材育成支援」「多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保」が

ある。しっかりと協議して、３類型のパイロットケースを定めるには時間

がないので、県教育委員会事務局のほうで案を示しながら打ち出していく

必要があろうかと思う。 

現在検討している「アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援」

は、先ほど弥勒委員からご意見があったように、農業が県の基幹産業とい

うことであれば、農業を中心として、大学との研究が図れるための施設整

備といったものに活用できるのではないかと考えている。 

「理数系人材育成支援」は、大学と連携をしながらどのように人材育成

を図っていくのか、例えば理数科がある高知小津高校を中心に、全体に広

げていけるようなパイロットケースとするなど、考えているところである。 

「多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保」は、県が進めている遠

隔教育などをベースにして、先ほどの３課程併置校といったところがまさ

しく該当するのではないかというところで、多様な生徒に対応した学びを

学校でも受けられるようなパイロットケースの創出を考えている。 

そういったものをたたき台にして、事務局の中でまずしっかりと協議を

して、できるだけ早い時期に案にして、その上で委員の皆様からご意見等

を頂けるように精力的にしていきたいと思っている。 

その上で、基金の使用方法としては、任期の定めのない正規教員はこの

基金を使用できないといったものもあるが、その他については、これから

国とやりとりをしていく中で考えていかなければいけないと思う。あわせ

て、令和９年度からは交付金として国が考えているようなので、それとう

まく接続ができるように詰めていかないといけない。 

 

大変大きな額で、人件費以外の施設設備などを中心に１校当たり 20 億

円を３年間でという話になってくると、学校格差ができる。パイロット校

の役割はあるだろうが、県全体で使うというやり方ができないという話も

聞こえてくるので、慎重に学校を選んで役割を明確にしないと、県民から

おかしいのではないかという話になりかねないので、趣旨などもあわせて

説明していく必要があると思う。 

「理数系人材育成支援」をよく読んでみると「文理融合」と書いてある

ので、理数科がある学校だけが対象ではないと思う。理系人材にも文系的

な発想が必要だし、文系人材にも理系的な発想が必要であると思う。大学
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事務局 

 

 

 

 

 

弥勒委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 

教育長 

各委員 

教育長 

入試のために文系と理系に分かれているという話ではなくて、総合的な人

間をどのように作っていくかのパイロット校であるので、先ほど小津高校

の理数科の話が出たが、理数科があるかないかということだけではないの

ではないかと思っているので、よく議論をしていただけたらと思う。 

 

おっしゃるとおり、理数科があるからという理由ではなく、文理融合の

学びをしっかりしていくことが大事であると思う。パイロットケースの創

出については、大きな予算がつくことから、パイロットケースで終わらず

に、取組成果を域内の高校に普及させるまでがこの事業の中身なので、し

っかりと活用できるように考えていきたい。 

 

報告第１号や報告第２号と、この付議第２号に書かれている「アドバン

スト・エッセンシャルワーカー等育成支援」、「理数系人材育成支援」、「多

様な学習ニーズに対応した教育機会の確保」は歩調を合わせた動きになっ

ているように思うが、整合性の取れた施策として進められようとしている

のか。 

 

国から示された「産業イノベーション人材育成等に資する高等学校教育

改革促進事業について」は、昨年に出されたものであるが、県立高等学校

振興再編計画でも、これに類似するものが位置づけられていたので、そう

いったところを今回お示しした。振興再編計画で取組を進める中身を、こ

の国の事業とベクトルを合わせていかなければいけないと思っている。 

 

 

付議第１号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第１号を原案のとおり議決する。 

 

付議第２号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第２号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第３号 高知県収入証紙条例を廃止する等の条例議案に係る意見聴取に関する議案

 （幼保支援課）】 

○幼保支援課長 説明 

○質疑 【非公開】 

池委員 

 

 

 

 幼保支援課の関係は分かったが、他の課に該当はないのか。既に整備は

できているのか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

現在、県の教育委員会関係で収入証紙によって収納している事務は、例

えば県立学校の入学手数料、受験料、県立高校への入学料、教員免許の授

与手数料、色々な証明事務などがある。収入証紙の廃止に伴って、これら

の事務に関しては、現金決済やキャッシュレス決済などにそれぞれ移行す

ることになっているが、今回はあくまでも条例上の措置が必要なものとし

て付議をしている。先ほど申し上げた教員免許の発行に関わる規則につい

ては、様式を整えなければいけないものがあり、この規則改正については、

証紙の販売が終了する令和９年７月までに随時行うとされているので、し

かるべきタイミングで付議させていただき、規則改正をしていくことにな

る。なお、県立学校の入学手数料等については、証紙で収納しているが、

（教育委員会所管の）例規にその旨の記載はされていない。 

 

 

付議第３号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第３号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第４号 令和８年度高知県一般会計予算等に係る意見聴取に関する議案 （教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑 【非公開】 

小田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体的にこれまで成果のあった取組が継続されているとともに、新しい

必要な施策が盛り込まれていると思った。特に、先ほどの説明でもあった

「デジタルは本県の強み」という言葉に代表されるように、その部分が強

化されているということも感じた。デジタルのことで１つ質問したいが、

14ページにある「小学校・中学校における学力向上対策」の拡充事業で「『令

和の授業ＤＸ』の推進」が挙げられている。これは大事な事業であるので、

全県でしてほしいぐらいの気持ちがある。これまでの取組の成果も発信を

されているだろうが、さらにしっかりと発信していただきたいと思う。資

料の中に、ＡＩ活用という言葉が沢山あって、「個別最適な学び」の部分で

しっかりと予算措置がされていて、これからＡＩを活用して協働的・探究

的な学びをしていくことになると思うが、８地域でするようなスピード感

で良いのだろうかと思う。これだけ子どもたちも社会もＡＩを使っている

時代において、全県でＡＩを使って授業改善を進めていくような視点が必

要ではないかと思う。大学院生にもＡＩを授業に活用するという研究のテ

ーマや視点を持っている方もいるが、そこには制約があり、無料版のＡＩ

だと学習機能があり情報が流れてしまうこともある。授業のＡＩ活用につ

いては早急に進めないと、世の中に遅れていくのではないか、子どもや保

護者、社会のほうが先行してしまうのではないかという危機感を持ってい

る。８地域とは書いているが、全県に展開するような視野で進めていただ

きたいと思っている。 
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池委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田委員 

 

 

 

事務局 

 

小田委員 

 

この前、土佐山学舎で、中学生の英語の授業を見せてもらったが、対話

型ＡＩに英作文を添削してもらうというのは、皆が一斉に同じ文章を作っ

て、先生が添削するというような授業ではなく、個々に生徒が対応できて

いた印象である。今は、対話型ＡＩを 23校に導入していて、今後広げてい

くのだろうけれど、全県展開などにしてあげると、生徒の個々に合った授

業ができるし、活用性があるものではないかと思うので、今後どのように

進めていくのか教えていただきたい。 

 

ＡＩの実証について、右下にある実証研究事業として、23校に今年度と

来年度の２年間で取組をしてもらうようになっている。ここに入れている

ＡＩは、普通のＡＩとは少し違っており、答えを教えてくれないＡＩにな

っていて、子どもたちが授業で活用を進めている。ただ、お話にもあった

ように、日頃使っているＡＩはすぐに答えが出てくるものもあるので、Ａ

Ｉの実証校には、県として「スタディポケット」というアプリケーション

を入れているが、それと併用して、日常的に使うようなＡＩを使った授業

展開もそれぞれの学校で検討を進められているところである。県の導入し

たアプリケーションとあわせて、日常的に使うＡＩを含めた授業改善につ

いて、この２年間で研究してもらって、その成果を県全体に発信していく

ことを考えている。 

なお、今のところ、「スタディポケット」を全ての市町村に入れるところ

までは検討できていない状況になっているし、財政課からもこの 23 校と

いうことで、２年間の予算を頂いている状況になっている。 

 

対話型ＡＩについて、23校はそのまま継続して行う。加えて、英語に特

化したＡＩが使える学校については、５校程度を追加で進めていく予定に

している。さらに、国の事業もあるので、それに手を挙げて、何校か追加

でできないか相談をしているところである。 

「『令和の授業ＤＸの推進』については、５地域、８地域、さらにその次

というふうに増やしていく予定ではあるが、一気に全県展開までできるか

というところまでは、今の段階では至っていない。 

ただ、中学校の数学と英語のネットワークを作るので、このネットワー

クに参加してもらうことで、それぞれがどのような使い方をしているのか

は共有できるようにしていきたいと考えている。 

 

現状としては、学校の先生が授業でＡＩを使いたいと言ったときに、何

らかの制限や規制はあるのか。無料のＡＩは使えるが、有料版がまだ十分

に浸透していないということか。 

 

 そうである。 

 

有料版のものが浸透したら良い。使いやすいし安心して使えると思う。 
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弥勒委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弥勒委員 

 

 

 

 

 

森下委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

一番要になるのは学校の先生だと思うので、学校の先生でなくてもでき

ることをできる限り他の人に助けてもらう。一言でいえば、寄ってたかっ

て学校の先生を支援するというような体制がもっと必要なのではないか。 

そのため、負担の軽減をする必要があるが、学校の先生が求めている支援

の内容も千差万別だと思う。ＤＸやデジタル技術を例に取っても、進んで

授業に活用されている先生もいれば、そうでない先生もいる。そのような

知識面や実際の授業への活用方法も、かなりばらつきがあるのではないか

と思うので、個別の先生のニーズに応じた研修や教育指導などもしていた

だいたら良いのではないかと思った。 

 

一部のお答えになってしまうかもしれないが、デジタル技術について、

いわゆる「校務支援システム」という出勤簿や生徒の出席簿の管理などの

処理を、デジタルの中で一括でできるというシステムも、全国に先駆けて

導入している。ただ、システムを導入しても、使い方が分からないという

ことでは、おっしゃるとおり不十分であるので、どのような形でシステム

を活用できるのか、ツールの使い方については、システムを提供するとと

もに、例えばガイド動画を見てもらうということはしている。ツールをた

だ発信するだけではなく、効果的な使い方をどのように発信していくのか

については、基盤整備側と関係所属と連携しながらしていきたいと思って

いる。 

研修という意味でいうと、もちろんそれぞれの先生への研修もあるが、

管理職のマネジメント研修が極めて重要だと思っており、教育センターで

も、新しく管理職になる方に対しての研修などにも、当然そのようなこと

は入ってくるし、現代的な課題に対してどのようなアプローチをしていく

のかということも含め、研修については毎年見直しをしているので、ご指

摘いただいたことも踏まえ、教育センターとも協議をさらに重ねたいと思

っている。 

 

学校の先生の支援という意味では、物理的な支援と精神的な支援の両方

が必要であると思っており、物理的には色々な研修のプログラムなどがあ

ると思うし、精神的には例えばメンターのような制度だとか、学校の先生

が抱えている不満や悩みを色々な形で聞けるチャネルを拡充することも大

事ではないかと思った。 

 

「いじめや不登校を生じさせない重層的な支援体制の整備・強化」で、

核となるスクールカウンセラーの配置を、今回新たな事業とするというこ

とで、「スクールカウンセラーの常勤雇用によるエリア配置の実践研究」を

行うとあるが、具体的にどのようなイメージなのかを教えてほしい。 

 

核となるスクールカウンセラーとは、県内を大きく東部、中部、西部と

の３エリアに分けて、県立学校の拠点となる学校に、会計年度のフルタイ
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森下委員 

 

事務局 

 

 

森下委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

町田委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田委員 

 

ムで週５日、主には拠点校で勤務してもらう。そのエリアの中の他の県立

学校に元々配置の週１日、２日勤務のＳＣと連携して、場合によっては一

緒にケースに当たったり、新任のカウンセラーを一緒にカバーしていった

りといった、より重層的な支援が子どもに届くようにというようなイメー

ジである。 

 

小中学校のほうも、支援をしていくイメージか。 

 

そうである。そのエリア内にある小中学校から要請がある場合は、そこ

にも派遣するような形を取る。 

 

理解した。スクールカウンセラーに関して、市町村によっては本当は一

番大事な４月にいてほしいが、非常勤のため雇用ができなくて、発見が遅

れるということがあったり、資格を持っている人と、今まで学校に勤めて

いたからという経験値での雇用だったりと質の問題などもあるので、常勤

雇用の資格を持った人がしっかりとカバーしていく体制を、実践研究でさ

れてノウハウを広げていただければ良いと思う。 

 

４月当初からの勤務は、どうしても会計年度任用職員であるというとこ

ろで、少し期日は遅れる。ただ、ＳＣのほうはできる限り早く進めていく。

どちらにせよ、効果的な人材配置や雇用を考えていきたいと思う。 

 

「キャリア教育の推進」について、外部の方との連携が増えていくよう

な取組に予算がついていくのだということを思った。これもどのような方

に来ていただくかという視点から、新しい今の時代の流れだったり、本当

に必要なのかどうかを見極められるチームなのかというところから、より

良い形になるように、意識を変えていけると良いのではないかと思う。 

 

おっしゃるとおりで、キャリア教育の中でも、県内の色々な魅力ある人

と子どもたちが直に触れ合ったり、話を聞いたり、働いている現場を見た

りするということをしようとしている訳であるので、その中でどのような

人に依頼をするのがふさわしいのかについては、例えば今年の高校生向け

に、「新しい学校のリーダー研修」というものを２泊３日でしたが、そこに

来てもらうようなスピーカーの方やパネルディスカッションする方でも、

県内の若手でリーダーとして会社を引っ張っている方など、色々なところ

で活躍している人を、民間の人から紹介してもらうということもあった。

今年も我々事務局が調べるだけというよりは、知事部局とも連携しながら、

民間の方と繋がりながら調べていたので、必要な方との触れ合いを子ども

たちに提供できるようにそのようなことも意識していきたいと思う。 

 

弥勒委員が言われた、先生が本来しなければいけない業務に向き合える

ようにするというところで、支援員を配置することは、学校にとって非常
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弥勒委員 

 

池委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

に有益かと思っている。高校のエンカレッジティーチャー事業のような事

業が増えていくことは賛成であるが、そこに配置する人を確保できるのか

を懸念する。 

支援員がいなくて「大学院生で誰かいないか紹介してほしい」と校長先

生から個別に相談を受けることがある。院生に話すのだが、マッチングが

難しく、もっと組織的にできないのかということを考えている。大学院生

や大学生が学校に入ることは非常に貴重な経験で、将来に役に立つことが

多いので、大学生らが学校の中に入っていけるような組織的な仕組みも考

えていけば良いのではないかと思う。入ってほしい学校と、勉強したい学

生がマッチングできるようなシステム構築も、この支援事業の背景として

は必要かと考えている。 

 

人材バンクのような感じが良いのではないか。 

 

 学生だけではなく、退職教員もいるだろう。 

 

エンカレッジティーチャーも、学習支援員もそうであるが、これまで教

員免許を持たない方等にも入っていただいていたので、仕組みを作るとい

うところも、今後検討していきたいと考えている。残念ながら、今、臨時

教員をしてもらえるような方もなかなか少なく、人材確保には悩んでいる

ところではあるので、大学等とも話をすると、「学生でも、声をかけたらで

きるかもしれない」というような話を頂いたりするので、大学と連携をし

ながら確保ができないか考えたい。 

エンカレッジティーチャーについては、１人で学ぶことができないよう

な生徒に、放課後に行う「エンカレッジ＝勇気づけ」のようなものを主に

考えているので、できれば退職された教員がこれまでの経験を生かして生

徒の背中を押してもらいたいと考えているので、臨時講師は難しいが、放

課後の時間帯ならできるといった方に声をかけていきたいと思っている。 

 

 

付議第４号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第４号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第５号 高知県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改

正する条例議案に係る意見聴取に関する議案        （教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑 【非公開】 

 

 

 【質疑等なし】 
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教育長 

各委員 

教育長 

 

付議第５号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第５号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第６号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案に

係る意見聴取に関する議案             （教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑 【非公開】 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 【質疑等なし】 

 

 

付議第６号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第６号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第７号 令和７年度高知県児童生徒表彰受賞者の追加決定議案   （教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑 【非公開】 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 【非公開議案】 

 

 

付議第７号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第７号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

（５）議決事項 

 

  専決処分報告第１号                 原案どおり承認 

付議第１号から第７号                原案どおり議決 

 


